
札 幌 市 景 観 ま ち づ く り 助 成 金 交 付 要 綱 

 

平成１３年（2001 年）３月８日 

市 民 ま ち づ く り 局 長 決裁 

 

改正 平成２０年（2008 年）４月１５日 

改正 平成２５年（2013 年）４月 １日 

改正 平成２９年（2017 年）４月 １日 

改正 令和 ２年（2020 年）４月１５日 

改正 令和 ５年（2023 年）４月 １日 

改正 令和 ７年（2025 年）４月 １日 

改正 令和 ８年（2026 年）４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、札幌市景観条例（平成 19 年 12 月 13 日条例第 54 号。以下「条

例」という。）第 44 条第２項の規定に基づき、良好な景観の形成に寄与すると認め

られる活動に要する経費の一部を助成する札幌市景観まちづくり助成金の交付に関

し、必要な事項を定める。 

２ この要綱に基づく助成金の交付については、札幌市補助金等交付規則（令和８年

規則第２４号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（助成の要件） 

第２条 この要綱による助成金は、次の各号に掲げる要件を満たす活動に対して交付

するものとする。 

(１) ３人以上の市民（札幌市市民自治基本条例（平成 18 年条例第 41 号）第２条

に定める市民をいう。）で構成されている団体が行う活動であること。 

(２) 札幌市内で行われる活動であること。 

(３) 交付申請を行う年度内に完了し、札幌市景観まちづくり助成金活動完了報告

書（様式９）を提出できる活動であること。 

（助成対象） 

第３条 この要綱による助成対象は、次の各号のいずれかに該当する公益的な活動と

する。 

(１) 土地、建築物等の現況を踏まえた景観上の課題等の把握又はその解決に向け

た検討、取組等を行う活動 



(２) 良好な景観の形成に関する市民の意識の醸成が期待できると認められる活動 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動は助成の対象とし

ない。 

(１) 市民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある活動 

(２) 私人間の係争に係る活動 

(３) 内容が親睦・住民交流のみである活動 

(４) 本市から他の助成金を受ける活動 

(５) 特定の政治的主張、宗教の普及又は営利の追求を主たる目的として行われる

活動 

(６)  暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第６号。

以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力

団員（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）若しくは暴力団関係

事業者（暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者をいう。）に該当す

る者が行う、又はこれらに該当する者が関与する活動 

(７) 助成金の交付の対象となる活動等の目的等に照らして、助成金の交付を受け

ることが公益上不適当と認められる法令違反等がある、又はこれらの法令違反

がある者が行う活動 

(８) その他市長が適当でないと認める活動 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費（消費税及び地方消費税を除く。以下「助成対象経費」

という。）は、前条の活動に必要な経費のうち別表に定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第８条の交付決定を受ける日以前に支出される経費は

対象としない。 

（助成金額） 

第５条 助成金額は、次の各号のとおりとし、交付申請を行う団体（以下「申請者」

という。）が活動状況に応じていずれかを選択するものとする。ただし、算出された

額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

(１) 定額助成金 

助成対象経費の合計額以内とし、５万円を限度とする。 

(２) 定率助成金 

助成対象経費の合計額の３分の２以内とし、30 万円を限度とする。 

（助成の回数） 

第６条 助成金の交付は、１申請者につき当該年度中は１回とし、同一の活動に対し

て、延べ３回を限度とする。ただし、申請者が行おうとする活動が、次の各号のい



ずれかに該当するときは、延べ５回を限度とする。 

(１)  条例第 42 条の５に規定する景観まちづくり推進区域内の活動 

(２) 条例第 42 条の 14 に規定する地域景観まちづくり団体が当該地域景観まちづ

くり団体の対象地区内で行う活動 

（助成金の交付申請） 

第７条 申請者は、活動開始前までに札幌市景観まちづくり助成金交付申請書（様式

１）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、定

率助成金を申請する場合は、活動を行う年度の５月末日までに提出しなければなら

ない。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。 

(１) 活動計画書（様式２） 

(２) 収支予算書（様式３） 

(３) 団体の概要（様式４） 

(４) 誓約書兼同意書（様式５） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第８条 市長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、助成金を交付すべ

きものと認めたときは、予算の範囲内で助成金の交付を決定し、札幌市景観まちづ

くり助成金交付決定通知書（様式６）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、交付決定にあたり必要があるときは、この要綱に定めるもののほか、助

成金の交付の目的を達成するために必要な限度において交付条件を付するものとす

る。 

（活動の変更及び中止） 

第９条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成対象者」

という。）は、交付決定を受けた活動（以下「助成対象活動」という。）の申請内容

（申請者の氏名・住所を除く。）を変更、又は活動を中止しようとするときは、あら

かじめ札幌市景観まちづくり助成金変更承認申請書（様式７）を市長に提出し承認

を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申請書等の内容を審査し、変更が適当と認

めたときは必要に応じて助成金交付決定額を変更し、札幌市景観まちづくり助成金

変更承認通知書（様式８）により助成対象者に通知するものとする。 

（状況報告及び調査） 

第 10 条 市長は、必要と認める場合は、助成対象活動の執行状況及び経費の収支の状

況について、助成対象者から報告を求め、実地調査を行うことができる。 

２ 助成対象者は、前項の規定による報告の請求等があった場合は、速やかに報告を



行い、実地調査に協力しなければならない。 

（活動完了報告） 

第 11 条 助成対象者は、助成対象活動の完了の日から３０日以内又は活動を実施し

た年度の３月末日のいずれか早い日までに、札幌市景観まちづくり助成金活動完了

報告書（様式９）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 活動報告書（様式 10） 

(２) 収支決算書（様式 11） 

(３) 助成対象経費に係る領収証 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 助成対象者のうち、概算交付を受けた団体は、完了報告を行う際に、札幌市景観

まちづくり助成金精算書（様式 12）を市長に提出しなければならない。 

（助成金額の確定） 

第 12 条 市長は、前条の規定により提出された報告書等の内容を審査し、助成金を交

付することが適当と認めたときは、交付すべき助成金額を確定し、札幌市景観まち

づくり助成金額確定通知書（様式 13）により助成対象者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第 13 条 市長は、前条の規定による助成金額確定の通知後、速やかに助成金を交付す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付申請の際に申請者から申出があった場合には、定

率助成金に限り、交付予定額の３分の１以内の額で、一括又は分割して事前に概算

額を交付（以下「概算交付」という。）することができる。ただし、あらかじめ準備

資金が必要となる性質の活動であって、申請者の資金力からみて、その支出が困難

と認められる等の場合に限る。 

３ 助成金の交付は、原則、助成対象者の代表者名義の銀行口座への振込によって行

うものとする。ただし、札幌市景観まちづくり助成金活動完了報告書（様式９）に

助成対象者の代表者の委任状（様式 14）の添付があった場合は、当該委任状により

助成金の受領を委任された者名義の銀行口座への振込によって助成金の交付を行う

ことができる。 

（違反等による交付決定の取消し等） 

第 14 条 市長は、助成対象者が規則第 17 条第１項のいずれかに該当する場合は、助

成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、札幌市景観まちづく

り助成金交付決定取消通知書（様式 15）により、助成対象者に通知するものとする。 



（助成金の返還） 

第 15 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、札幌市景観まちづくり助成

金返還請求書（様式 16）により、期限を定めてその返還を請求するものとする。 

(１) 第 12 条の助成金額の確定をした場合において、概算交付額が確定後の助成

金額を超えるとき。 

(２) 前条により助成金交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る

部分に関し既に助成金が交付（概算交付を含む。）されているとき。 

 

（書類の整備等） 

第 16 条 助成対象者は、助成活動に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常

に整備するとともに、助成活動を完了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度の

４月１日から５年間保存しなければならない。 

 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付事務の取扱に関し必要な

事項は、都市計画部長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は平成 13 年３月８日から施行する。 

２ この要綱は平成 20 年４月 15 日から施行する。 

３ この要綱は平成 25 年４月１日から施行する。 

４ この要綱は平成 29 年４月１日から施行する。 

５ この要綱は令和２年４月 15 日から施行する。 

６ この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

７ この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

８ この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

  



別 表 

 

助成対象経費の科目 内 容 

謝 礼 金 

研修、講演等に係る講師、技術的助言を受けるための専

門家等に対する謝礼。ただし、交付申請を行う団体の構

成員に対し支払われるものは対象としない。 

消耗品費 消耗品の購入費 

印 刷 費 
パンフレット・チラシ等の広報物、報告書その他資料の

印刷費、複写費 

資 料 費 図書・文献・資料等の購入費 

通 信 費 ハガキ・切手等の郵便料 

保 険 料 傷害等の保険料 

使 用 料 会議室・会場の使用料、物品の賃借料 

そ の 他 市長が適当と認める経費 

（注） 飲食、財産取得に係る経費、交付申請を行う団体の運営経費、給与等の人件

費、その他市長が不適当と認めた経費は助成対象外とする。 


